
1955年 財団法人住宅改良公社設立（東京都知事許可）

1965年 業務地域を全国に拡大（建設大臣許可）

1970年 名称を財団法人住宅改良開発公社に変更

1988年 住宅金融公庫賃貸住宅融資の融資保証事業を開始

1995年 民間金融機関賃貸住宅融資の融資保証事業を開始

2012年 一般財団法人へ移行

2016年 不動産経営事業を開始

2018年 住まい・まち研究所を設置

一般財団法人
住宅改良開発公社の

あゆみ

公社の概要

名　称 一般財団法人住宅改良開発公社

本　社 東京都千代田区五番町14番地の１

基本財産 1億円

総資産 1兆3,307億円（2021年3月）

役職員 103名（2021年3月）

本社・首都圏本部 札幌支社 仙台支社
営業地域／東京都、神奈川県、埼玉県、千
葉県、茨城県、山梨県、沖縄県

営業地域／北海道 営業地域／青森県、岩手県、宮城県、秋田
県、山形県、福島県

〒102-0076 東京都千代田区五番町14-1 
国際中正会館ビル3階

〒060-0002 札幌市中央区北二条西3-1-8 
朝日生命ビル3階

〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-8-1
東菱ビルディング5階

☎03-3237-7411 FAX03-3237-7418 ☎011-221-6717 FAX011-221-7200 ☎022-266-2941 FAX022-266-2926

首都圏本部 水道橋受付センター 高崎支社 名古屋支社
営業地域／栃木県、群馬県、新潟県、長野
県、富山県*、石川県*、福井県*
*富山県、石川県、福井県で建設された方については、
返済開始後の管理業務を名古屋支社が行います。

営業地域／岐阜県、愛知県、三重県、静岡県*
*静岡県で建設された方については、返済開始後の管
理業務を首都圏本部が行います。

〒370-0849 高崎市八島町110-1 
アールエムツー高崎ビル2階

〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31 
千種ニュータワービル9階

☎027-324-6171 FAX027-324-6172 ☎052-930-6821 FAX052-930-6824

大阪支社 広島支社 福岡支社
営業地域／滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈
良県、和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

営業地域／鳥取県、島根県、岡山県、広島
県、山口県

営業地域／福岡県、佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、宮崎県、鹿児島県

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-
11 クラボウアネックスビル6階

〒730-0014 広島市中区上幟町7-3　
コンフォート幟7階

〒 810-0001 福岡市中央区天神 3-10-20
KG天神ビル東 3階

☎06-6266-9950 FAX06-6266-9959 ☎082-511-1151 FAX082-511-1160 ☎092-712-4401 FAX092-712-4403

営業地域／東京都、神奈川県、埼玉県、千
葉県、茨城県、山梨県、沖縄県
水道橋受付センター（事業推進第一部）
〒112-0004 東京都文京区後楽1-2-2 ココタイラビル1階

☎03-5805-2521 FAX03-5805-2528
（事業推進第二部）
〒112-0004 東京都文京区後楽1-2-9 エー・ゼットキュウブビル2階
☎03-5805-2607 FAX03-5805-2608

事業所のご案内

2021年6月発行



不動産経営

調査研究

経営相談など

1

2

3

4

融資保証

住宅金融支援機構・沖縄振興開発金融公庫融資
土地所有者の方などが住宅金融支援機構または沖縄振興開発金
融公庫から融資を受けて賃貸住宅を建設する場合などに、公社
が連帯保証人となり、保証をお引き受けします。

提携金融機関融資
土地所有者の方などが公社と協定を締結している民間金融機関
から融資を受けて賃貸住宅を建設する場合などに、公社が連帯
保証人となり、保証をお引き受けします。

◉事前相談
公社の融資保証を利用して、賃貸住宅の建設を考えられている方の建設計画や資金計画についての
ご相談を随時お受けしています。無理のない計画になるようにアドバイスを行います。

保証債務残高
（2021年3月末）

件数 12,366件
金額 1兆620億円

保証債務残高
（2021年3月末）

件数 2,226件

金額 1,422億円

1 融資保証

調査研究3 経営相談など4

公社が立地条件や品質などの面から良質な賃貸住宅等を取得、または開発し、運営を行います。
※表紙は、当公社が開発した賃貸住宅
（上からシュトラーレ神山町（渋谷区）、シュトラーレ八日町（八王子市）、シュトラーレ四番町（千代田区））

賃貸住宅に関する知見を活かして、住宅、まちづくり、コミュ
ニティなどをテーマとする調査・研究を行います。その成果は、
公社の業務に活用するほか、ホームページやセミナーなどを
通じて、幅広く発信します。

◉賃貸住宅市場の動向と将来予測調査
◉英国住宅政策セミナー
◉英国の公営住宅の歴史と政策に関する調査研究

近年の実績

経営相談や情報提供

建築物診断・経営診断
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■=重要窃盗犯認知件数
■=侵入窃盗認知件数
■=うち空き巣認知件数
■=うち忍び込み認知件数
■=うち居空き認知件数

豆知識 空き巣、忍び込み、居空き
何が違うの？

空き巣

忍び込み

居空き

図1 重要窃盗犯認知・検挙件数の推移

図2 重要窃盗犯の侵入手口
空き巣

４階建て以上共同住宅 3階建て以下共同住宅

４階建て以上共同住宅 3階建て以下共同住宅

４階建て以上共同住宅 3階建て以下共同住宅

忍び込み

居空き
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入居者が安心して暮らせる

コロナ影響で

変化あり?!

Special Feature 特集防犯対策のポイント最新事情

入居者が賃貸住宅を選ぶとき、注目しているポイント

の1つがセキュリティの充実度です。最新データから

読み解く侵入窃盗の傾向や手口とともに、既築の物

件でも今からできる防犯対策をご紹介します。

侵
入
窃
盗
は
減
少
傾
向
だ
が
、

新
た
に
注
意
し
た
い
犯
罪
も

　
入
居
者
に
安
心
し
て
長
く
暮
ら
し
て

も
ら
う
た
め
に
、
所
有
物
件
の
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
強
化
を
考
え
る
オ
ー
ナ
ー
は
多

い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
設
備
な
ど
の

導
入
が
適
切
で
な
け
れ
ば
、
期
待
す
る

よ
う
な
効
果
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
も
。

 

「
大
切
な
の
は
犯
罪
の
傾
向
や
手
口
を

知
り
、
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
て
対
策
を

取
る
こ
と
で
す
」
と
防
犯
対
策
に
詳
し

い
藤
満
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　
警
察
庁
の
統
計
に
よ
る
と
、
２
０
１
９

年
の
重
要
窃
盗
認
知
件
数
（
警
察
で
発

生
を
認
知
し
た
侵
入
窃
盗
の
数
）
は
、

５
万
７
８
０
８
件
。
２
０
１
２
年
の
同

件
数
は
13
万
６
７
４
９
件
で
し
た
が
、

鍵
な
ど
の
性
能
向
上
に
よ
っ
て
年
々
減

少
。
７
年
の
間
に
４
割
程
度
ま
で
減
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（
図
1
）。

　
直
近
の
デ
ー
タ
も
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
２
０
２
０
年
12
月
に
警
察
庁
が
公

表
し
た
統
計
で
は
、
２
０
２
０
年
１

月
～
11
月
の
侵
入
窃
盗
認
知
件
数
は

４
万
１
１
０
５
件
。
２
０
１
９
年
の
同

期
間
は
５
万
２
７
６
７
件
で
、
前
年
よ

り
２
割
以
上
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
外
出
自
粛
や
テ
レ

ワ
ー
ク
で
、
家
を
空
け
て
い
る
時
間
が

減
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

「
し
か
し
、
通
常
の
生
活
に
戻
れ
ば
家

を
空
け
る
時
間
も
増
え
る
で
し
ょ
う
か

ら
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
化
が
望
ま
し
い

こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た

近
年
は
共
働
き
が
増
え
、
親
が
い
な
い

時
間
帯
に
子
ど
も
を
狙
っ
た
犯
罪
の
増

加
も
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。
無
防
備
な

住
宅
は
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
り
や
す
い
の

で
、
あ
ら
た
め
て
所
有
物
件
の
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
を
見
直
し
て
み
て
く
だ
さ
い
」

強
化
し
た
い
の
は 

玄
関
と
窓
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

　
侵
入
窃
盗
は
「
空
き
巣
」「
忍
び
込

み
（
し
の
び
こ
み
）」「
居
空
き
（
い
あ

き
）」
の
３
種
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
う
ち
最
も
多
い
の
が
空
き
巣
、

つ
ま
り
家
人
が
外
出
し
て
誰
も
い
な
い

と
き
に
侵
入
す
る
窃
盗
で
す
。
次
に
多

い
の
が
忍
び
込
み
。
こ
れ
は
家
人
が
就

寝
中
の
夜
間
を
狙
っ
て
侵
入
窃
盗
を
犯

す
犯
罪
で
す
。
３
つ
の
中
で
は
一
番
件

数
が
少
な
い
居
空
き
は
、
家
人
が
在
宅

同協会事務局長として福岡県警と連携し、賃貸集合住
宅のセキュリティ強化、犯罪抑止効果の向上に努めてい
る。侵入窃盗犯罪の傾向や、住宅の防犯対策に精通。

福岡県防犯設備士協会　
事務局長 藤満 弘 氏

し
、
昼
寝
・
食
事
・
入
浴
な
ど
を
し
て

い
る
す
き
に
侵
入
し
て
金
品
を
盗
む
犯

罪
を
指
し
ま
す
。

 

「
忍
び
込
み
と
居
空
き
は
家
人
が
在
宅

し
て
い
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
ま
す
。

ど
ち
ら
も
犯
人
と
鉢
合
わ
せ
し
て
し
ま

う
と
居
直
り
強
盗
に
な
り
か
ね
ず
、
非

常
に
怖
い
犯
罪
と
い
え
ま
す
」

　
で
は
、
犯
人
は
ど
こ
か
ら
侵
入
し
て

く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
警
察
庁
の
統
計

に
よ
る
と
（
図
２
）、
集
合
住
宅
の
場

合
、
空
き
巣
で
最
も
多
い
侵
入
場
所
は

４
階
建
て
以
上
の
建
物
で
玄
関
、
次
に

監
修

窓
。
３
階
建
て
以
下
で
は
窓
が
一
番
多

く
、
次
に
多
い
の
が
玄
関
で
す
。
一
方
、

忍
び
込
み
・
居
空
き
は
建
物
の
階
数
に

か
か
わ
ら
ず
、
玄
関
か
ら
の
侵
入
が
最

も
多
く
、
次
い
で
窓
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
気
に
な
る
の
が
、
侵
入
手
段
で

す
。
同
じ
く
警
察
庁
の
統
計
に
よ
る
と

（
※
１
）、
空
き
巣
は
窓
ガ
ラ
ス
を
割
る

な
ど
し
て
侵
入
す
る
「
ガ
ラ
ス
破
り
」

が
最
も
多
く
、
次
い
で
鍵
を
か
け
忘
れ

た
玄
関
や
窓
か
ら
侵
入
す
る
「
無
締
ま

り
」。
忍
び
込
み
・
居
空
き
は
無
締
ま

り
が
抜
き
ん
で
て
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

防犯対策のポイント
最新事情

家人が不在の住宅に侵入し、金品を盗む
こと。侵入窃盗の中で最も多い。

家人が就寝している夜間に住宅に侵入
し、金品を盗むこと。

家人が在宅し、昼寝・食事などをしているす
きに住宅に侵入し、金品を盗むこと。

出典：警察庁 令和元年の刑法犯に関する統計資料／重要窃盗犯認知・検挙状況の推移
出典：警察庁 犯罪統計資料（2020年1～11月）／侵入手段別住宅対象空き巣・忍び込み、居空き認知件数の推移

※1 警察庁 令和元年の刑法犯に関する統計資料／侵入手段別住宅対象空き巣・忍び込み・居空き認知件数の推移

出典： 警察庁 令和元年の刑法犯に関する統計資料 
発生場所・侵入口・侵入手段別空き巣・忍び込み・居空き認知件数（2019年）

　
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
か
ら
、
住
宅
の
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
に
お
い
て
玄
関
、
窓
の
２

カ
所
は
特
に
気
を
付
け
る
必
要
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
い
ず
れ

の
場
合
も
「
犯
人
は
犯
行
の
し
ば
ら
く

前
か
ら
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
家
を
観
察
し
、

ど
ん
な
人
が
何
人
住
ん
で
い
る
の
か
、

不
在
の
時
間
帯
は
い
つ
な
の
か
、
あ
る

い
は
何
時
頃
に
就
寝
す
る
の
か
と
い
っ

た
生
活
パ
タ
ー
ン
や
家
の
つ
く
り
な
ど

を
用
意
周
到
に
調
べ
て
い
ま
す
」
と
の

こ
と
。
あ
ら
か
じ
め
目
星
を
つ
け
た
家

に
侵
入
す
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
な
の
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不動産情報の
専門家さんお願いします

賃貸トラブル法律講座

コロナ禍を経てどう変わった？ 
入居者の状況とニーズの変化
災害時の損害賠償責任の範囲

http://www.kairyoukousya.or.jp/
ホームページ上のみで、お電話での相談は受け付けておりません。

賃貸住宅経営相談センターのご案内

相談例01

空き家が
なかなか

埋まりませんが
いい方法は
ありますか？

相談例02

経費が
かさんで大変です、
経費削減の
いい方法は
ありますか？

相談例03

ペット対応に
するときの
注意点は
何でしょうか？

相談例04

適切な
アパートローンを
選ぶポイントを
教えてください。

平成18年度以前に旧公庫に借入れのお申込みをされたお客さまへ
平成18年度以前に住宅金融公庫に借入れのお申込みをされて融資を受け、建設された賃貸住宅につきまし
ては、融資金のご返済期間中、入居者と締結する賃貸借契約の内容に関し、次の１から４までの制限事項が
金銭消費貸借契約で定められています。お客さまにおかれましては、引き続き入居者との賃貸借契約に係る
制限事項を遵守いただきますようお願いいたします。

制限事項の詳しい内容は、住宅金融支援機構のホームページ（https://www.jhf.go.jp）をご確認ください。

入居者との賃貸借契約に係る制限事項の概要
1  家賃は毎月その月分または翌月分の支払いであること
2  敷金（退去時に返還される保証金を含みます。）を家賃の３か月分（中高層ビル融資、

レントハウスローンの場合は６か月分（近畿圏の一部地域は９か月分））を超えて受領しないこと
3  礼金、権利金、謝金、更新料（更新事務手数料は除きます。）などの金品を受領しないこと
4 その他入居者にとって不当な負担となることを賃貸の条件としないこと

一般財団法人 住宅改良開発公社
〒102-0076　東京都千代田区五番町14-1
国際中正会館ビル3F　☎03-3237-7411（代表）
http://www.kairyoukousya.or . jp/

株式会社 ジェイ・ケイ企画
〒102-0076　東京都千代田区五番町14-1
☎03-3237-7515

発行人 企画・制作

特集
計上できる経費を正しく理解して
確定申告に備えよう！

賃貸経営アラカルト
お金をおろせない、物件修繕も難しく…お金をおろせない、物件修繕も難しく…

元気なうちに！ 「認知症対策」を

（一財）住宅改良開発公社

弊公社のホームページに賃貸住宅経営相談センター（相談コー
ナー）を開設しております。専門相談員が賃貸住宅経営に関する
ご相談に無料で応じておりますので、是非ご利用ください。
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生命保険の
専門家さんお願いします

賃貸トラブル法律講座

相続対策として検討したい 
生命保険を使った「贈与」の基礎知識
物件が犯罪等の被害にあった場合の対応

https://www.kairyoukousya.or.jp/
ホームページ上のみで、お電話での相談は受け付けておりません。

賃貸住宅経営相談センターのご案内

相談例01

空き家が
なかなか

埋まりませんが
いい方法は
ありますか？

相談例02

経費が
かさんで大変です、
経費削減の
いい方法は
ありますか？

相談例03

ペット対応に
するときの
注意点は
何でしょうか？

相談例04

適切な
アパートローンを
選ぶポイントを
教えてください。

平成18年度以前に旧公庫に借入れのお申込みをされたお客さまへ

住宅金融支援機構からのお知らせ

平成18年度以前に住宅金融公庫に借入れのお申込みをされて融資を受け、建設された賃貸住宅につきまし
ては、融資金のご返済期間中、入居者と締結する賃貸借契約の内容に関し、次の１から４までの制限事項が
金銭消費貸借契約で定められています。お客さまにおかれましては、引き続き入居者との賃貸借契約に係る
制限事項を遵守いただきますようお願いいたします。

制限事項の詳しい内容は、住宅金融支援機構のホームページ（https://www.jhf.go.jp）をご確認ください。

入居者との賃貸借契約に係る制限事項の概要
1  家賃は毎月その月分または翌月分の支払いであること
2  敷金（退去時に返還される保証金を含みます。）を家賃の３か月分（中高層ビル融資、 

レントハウスローンの場合は６か月分（近畿圏の一部地域は９か月分））を超えて受領しないこと
3  礼金、権利金、謝金、更新料（更新事務手数料は除きます。）などの金品を受領しないこと
4 その他入居者にとって不当な負担となることを賃貸の条件としないこと

一般財団法人 住宅改良開発公社
〒102-0076　東京都千代田区五番町14-1
国際中正会館ビル3F　☎03-3237-7411（代表）
https://www.kairyoukousya.or . jp/

株式会社 ジェイ・ケイ企画
〒102-0076　東京都千代田区五番町14-1
☎03-3237-7515

発行人 企画・制作

特集
入居者が安心して暮らせる
防犯対策のポイント最新事情

賃貸経営アラカルト「賃貸住宅管理業法」の法制化が
賃貸オーナーに与える影響

（一財）住宅改良開発公社

弊公社のホームページに賃貸住宅経営相談センター（相談コー
ナー）を開設しております。専門相談員が賃貸住宅経営に関する
ご相談に無料で応じておりますので、是非ご利用ください。

賃貸住宅を経営されている方の
ご相談を随時お受けしています。

竣工から一定期間を経過した賃貸住宅について、劣化状況等を診断し、維持管理に関する助言を行います。
また、経営状況を分析し、アドバイスを行います。

賃貸住宅経営相談センター
専門相談員が賃貸住宅経営に関するご相談に
無料で応じるコーナーを開設しています。
（ホームページ上からご相談を受け付けています）
https://www.kairyoukousya.or.jp/guide/consultation/

また公社の融資保証をご利用い
ただいた方などに、賃貸住宅オー
ナー向けの情報誌「HARMONY」
を発行・お届けし、健全な経営
をサポートします。

※対象は、公社共同事業により建設された賃貸住宅で、竣工から一定期間を経過したものとなります。

経営中 11件（283戸）

開発中 　1件
（2021年3月末）一般財団法人住宅改良開発公社は、

賃貸住宅の経営をサポートします。
住宅改良開発公社は、1955年の設立以来、住生活の安定と向上に
何ができるかを考え、事業を展開してまいりました。
これまで蓄積してきた専門的な知識と経験を活かし、
融資保証などを通じて賃貸住宅経営をサポートします。

公社事業のご案内

あしたの賃貸プロジェクト第一回シンポジウムの開催

不動産経営2

住宅改良
開発公社


